
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第2号 □法第60条第2項第1号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

児童生徒が所属する学校から内部ネットワーク経由でファイル転送の方法により収
集

含まない

市内小中学校、奈良県域の小中高等学校

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市教育委員会事務局教育部教育総務課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

大和高田市小中学校にてgoogleアカウントを利用する者(全児童生徒)。

個人情報ファイル簿（単票）

児童生徒用Googleアカウント一覧

大和高田市教育委員会

教育委員会事務局教育部教育総務課

1人1台端末の利用の際に、児童生徒や関係者に対して、教育に特化したGoogle
Workspace for Educationのアカウントを配布し県域で運用ルールに則った管理をす
る必要があるため。

1氏名、2メールアドレス



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第2号 □法第60条第2項第1号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

個人情報ファイルの種別

児童生徒が所属する学校から情報を入力する。
・小学校児童特別支援学級用指導要録上の管理データ
 　(行動の記録・総合所見及び指導上参考となる諸事項や入学時の障害の状態)
・健康診断結果の診断情報
市内小中学校、奈良県域の小中高等学校

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市教育委員会事務局教育部教育総務課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

大和高田市小中学校の児童生徒、教職員、教育委員会事務局職員

個人情報ファイル簿（単票）

奈良県域統合型校務支援システム管理情報

大和高田市教育委員会

教育委員会事務局教育部　教育総務課　学校教育課　市内小中学校

学校校務をシステムで管理し、業務を効果的かつ効率的に実施することを目的とす
る。

1所属名、2教職員ID、3職名、4名前、5性別、6生年月日、7年令、8職務内容、9履歴、10
所有免許状、11住所、12勤務方法、13親族教員、14前任学校名、15司書教諭、16その
他、17出退勤管理、18整理番号、19児童、20保護者、21入学前の経歴、22入学・編入学
等、23転入学、24転学・退学等、25卒業、26進学先、27所属学校、28児童氏名、29学校
名、30整理番号、31各教科の学習記録、32評定、33特別の教科道徳、34外国語活動の記
録、35総合的な学習の時間の記録、36特別活動の記録、37行動の記録、38総合所見及び
指導上参考となる諸事項、39出欠の記録、40児童氏名、41学校名、42整理番号、43各教
科・外国語活動・特別活動・自立活動の記録、44特別の教科道徳、45総合的な学習の時
間の記録、46行動の記録・総合所見及び指導上参考となる諸事項、47入学時の障害の状
態、48出欠の記録、49整理番号、50生徒、51保護者、52入学前の経歴、53入学・編入学
等、54転入学、55転学・退学等、56卒業、57進学先・就職先等、58所属学校、59生徒氏
名、60学校名、61整理番号、62各教科の学習記録、63評定、64特別の教科道徳、65総合
的な学習の時間の記録、66特別活動の記録、67行動の記録、68総合所見及び指導上参考
となる諸事項、69出欠の記録、70生徒氏名、71学校名、72整理番号、73各教科・特別活
動・自立活動の記録、74特別の教科道徳、75総合的な学習の時間の記録、76行動の記
録・総合所見及び指導上参考となる諸事項、77入学時の障害の状態、78出欠の記録、79
調査書、80生徒、81生徒番号、82保護者、83卒業等、84記載者、85中学校、86志願する
学校・課程・学科等、87各教科の学習成績、88学習活動の記録、89特別活動の記録、90
行動の記録、91スポーツ・文化活動等の記録、92所属に関する記録、93成績に関する記
録、94出欠に関する記録、95健康診断票、96整理番号、97所属情報、98診断情報、99保
健室に関する記録、100保健調査に関する記録、101その他、102体力テスト、103小学校
種目、104中学校種目、105出席簿に関する記録、106指導要録抄本、107指導要録の学籍
情報から作成される書類、108兄弟姉妹関係、109顔写真、110日常所見、111在学証明
書、112卒業証明書、113特別支援学級、114進路情報



　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第2号 □法第60条第2項第1号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

本人

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市環境建設部企画整備課

（所在地）　〒635-0032　奈良県大和高田市大字今里川合方２３番地

一般廃棄物の搬入予約を行った者（令和３年度以降）

個人情報ファイル簿（単票）

一般廃棄物搬入予約者ファイル

大和高田市長

環境建設部　企画整備課

１　一般廃棄物の排出場所が、市内であることを確認するため
２　一般廃棄物の搬入者・搬入車両を搬入前及び搬入時に確認するため

1氏名、2住所、3電話番号、4その他



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

なし

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市福祉部保育幼稚園課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

保育施設の利用を希望する児童に属する世帯員、及び児童と同居している者（令和4
年度以降）

個人情報ファイル簿（単票）

児童の就学等管理事務ファイル

大和高田市長

福祉部　保育幼稚園課

　幼児の進級、進学、転園等の際の引継ぎを適正に行えるよう保育の過程及び健康
状況を記録し、管理するに当たり、学校教育法施行規則第２４条に規定する記録及
び第２５条に規定する出席簿等に記載する事項を把握するため

1.氏名、2.住所･連絡先、3.性別、4.個人番号、5.障害等の有無、6.保育希望の有
無、7.子どもの世帯員、8.家庭の状況、9.利用希望機関、10.利用を希望する施設
名、11.保育の利用を必要とする理由、12.希望する利用時間、13.認定申請に当たっ
ての署名欄



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

本人

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市上下水道部下水道課

（所在地）　〒635-0016　奈良県大和高田市大東町５番地２２

公共下水道使用開始(休止、廃止、再開）届を提出した者

個人情報ファイル簿（単票）

下水道台帳調製事務ファイル

大和高田市長

上下水道部　下水道課

下水道事業を運営するに当たり、公共下水道に接続する者の基本情報及び接続の時
期を把握するため

1届出者住所、2届出者氏名、3届出者電話番号、4排水設備の工事区分、5貸付金の工
事区分、6水洗便所の工事区分、7設置場所、8申請者氏名、9使用者名、10施工業者
名、11責任技術者名、12確認年月日、13確認番号、14工事着手年月日、15工事完了
年月日、16受付日、17検査結果、18検査日、19排水設備検査認証番号



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

個人情報ファイルの種別

本人、家屋所有者氏名、土地所有者氏名

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市上下水道部下水道課

（所在地）　〒635-0016　奈良県大和高田市大東町５番地２２

公共汚水桝設置申込書申請書を提出した者

個人情報ファイル簿（単票）

下水道汚水枡設置事務ファイル

市長

上下水道部　下水道課

下水道汚水枡の設置に係る協議を行うに当たって、利用者との日程調整、設置内容
を把握するため

1申請人住所、2申請人氏名、3申請人電話番号、4排水設備の計画区分、5貸付金の計
画区分、6水洗便所の計画区分、7設置場所、8排除方式、9使用者氏名、10、施工業
者名、11担当責任技術者名、12土地所有者氏名、13家屋所有者名、14排水設備所有
者名、15除外施設の有無、15使用水源、16予定排水、17排水人口、18敷地面積、19
着工予定日、20完了予定日、21着工予定日、22完工予定日、23変更前の確認年月
日、24変更前の確認番号



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報

含まない。

水道料金等徴収業務委託業者

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市上下水道部　水道総務課

（所在地）　大和高田市大東町５番２２号

下水道使用者

個人情報ファイル簿（単票）

水道料金システム（下水道使用料の賦課徴収事務用）

大和高田市長

上下水道部　水道総務課

１　下水道使用料を賦課徴収するに当たって、納付義務者を特定するため
２　下水道使用料の収納を管理する場合に当たって、納付履歴を把握するため
３　滞納が生じた場合に当該債務を整理するに当たって、財産、生活状況等を把握するため。

1氏名、2住所、3電話番号、4口座番号、5お客様番号、6メーター番号、7水栓番号、
8郵便物受取人氏名、9郵便物受取人住所、10開栓日、11閉栓日、12徴収方法、13検
針年月、14請求料金額、15水道料金額、16水道水量、17下水料金額、18下水水量、
19収納日、20収納事項、21還付事項



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、実施機関内部（税務課からの所得情報）

含む

奈良県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課医療係

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中９８番地４

75歳以上の者、一定の障がいのある65歳以上75歳未満の者のうち申請により広域連
合の認定を受けた者

個人情報ファイル簿（単票）

後期高齢者医療保険料徴収対象者ファイル

市長

保健部　保険医療課　医療係

後期高齢者医療保険料を徴収するに当たり、奈良県後期高齢者医療連合と連携しな
がら、収納管理、滞納整理を行うため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6続柄、7個人番号、8課税情報、9収
納額、10延滞金、11督促料、12滞納額、13徴収方法、14年金保険者情報



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（奈良県後期高齢者医療広域連合からのシステム連
携等により、その都度、必要に応じて更新する）

含む

奈良県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課医療係

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中９８番地４

75歳以上の者、一定の障がいのある65歳以上75歳未満の者のうち申請により広域連
合の認定を受けた者

個人情報ファイル簿（単票）

後期高齢者医療保険給付申請者ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

医療給付に関する受付事務をするに当たり、申請及び届出に関する書類の点検を行
うほか、支給状況についての問合せに応じるため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6続柄、7個人番号、8被保険者番
号、9口座情報（金融機関名、支店名、口座名議名、口座番号）、10送付先氏名、11
送付先住所



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、実施機関内部（税務課からの課税情報）

含む

奈良県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課医療係

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中９８番地４

75歳以上の者、一定の障がいのある65歳以上75歳未満の者のうち申請により広域連
合の認定を受けた者

個人情報ファイル簿（単票）

後期高齢者医療保険の被保険者に係る資格管理ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課医療係

被保険者の資格管理を行うに当たり、後期高齢者医療保険の対象者であることを把
握するとともに、被保険者証の交付を行うため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6続柄、7個人番号、8被保険者番
号、11保険者適用開始年月日、12保険者適用終了年月日、13資格取得年月日、14資
格喪失年月日、15取得事由、16喪失事由、17所得・課税情報



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

受講した本人

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部地域包括ケア推進課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

養成講座受講者

個人情報ファイル簿（単票）

認知症サポーター養成講座受講者ファイル

大和高田市長

保健部地域包括ケア推進課

　認知症サポーター養成講座を開催するに当たり、受講者の把握、サポーターの登
録及び各種事業開催時のサポート依頼を行うため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

参加した本人、市の機関内部（介護保険課）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部地域包括ケア推進課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

参加申込した参加者

個人情報ファイル簿（単票）

一般介護予防事業参加者ファイル

大和高田市長

保健部地域包括ケア推進課

　一般介護予防事業としていきいき百歳体操、転倒予防教室、認知症予防教室など
を開催するに当たり、不適正な利用を防止するため、利用者の基本情報を確認する
ため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6介護認定情報



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

個人情報ファイルの種別

本人、市の機関内部（介護保険課）、国、県、他官公庁（警察、他市町村）、私
人・民間・公知（在宅介護支援センター、介護事業所、医療機関、本人以外の個
人）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部地域包括ケア推進課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

相談者本人

個人情報ファイル簿（単票）

総合相談者ファイル

大和高田市長

保健部地域包括ケア推進課

　当該支援を行うに当たって、対象者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を
幅広く把握するため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6介護保険認定情報、7家族・親族構
成、8収入状況、9資産状況、10病歴、11相談内容、12公的扶助、13課税、納付状
況、14心身状況



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第1号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

本人、市の機関内部（介護保険課）、国、県、他官公庁（他市町村）、私人・民
間・公知（親族、委託事業所）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部地域包括ケア推進課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

サービス利用申請した本人

個人情報ファイル簿（単票）

介護予防支援利用者ファイル

大和高田市長

保健部　地域包括ケア推進課

適切なサービス計画の作成支援及びサービス提供事業者との連携調整等を行うに当
たって、利用者が事業を利用する際に必要な情報を把握するため。

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6介護保険認定情報、7家族・親族構
成、8収入状況、9病歴、10相談内容、11利用介護サービス



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市福祉部保育幼稚園課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

保育施設の利用を希望する児童に属する世帯員、及び児童と同居している者（令和4
年度以降）

個人情報ファイル簿（単票）

教育・保育給付認定事務用ファイル

大和高田市長

福祉部保育幼稚園課

教育・保育給付を支給するに当たって、対象者の状況を確認し、保育の必要性や必
要量を認定するため

1氏名、2住所･連絡先、3性別、4個人番号、5障害等の有無、6保育希望の有無、7子
どもの世帯員、8家庭の状況、9利用希望機関、10利用を希望する施設名、11保育の
利用を必要とする理由、12希望する利用時間、13認定申請に当たっての署名欄



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第１号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報から収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）大和高田市福祉部子育て支援室こども家庭課

（所在地）〒635-8511　大和高田市大字大中98番地4

乳児家庭全戸訪問事業訪問記録台帳（平成22年度以降）

個人情報ファイル簿（単票）

乳児家庭全戸訪問事業訪問記録台帳ファイル

大和高田市長

福祉部子育て支援室こども家庭課

　乳児家庭全戸訪問事業において、対象となる生後４ヶ月までのすべての乳児のい
る家庭について、訪問日の調整を行い、乳児の健康状態、家庭における育児環境な
どの問診を行うほか、継続的な支援（ケースワーク）が必要なときは、他機関との
情報共有を行うため。

1乳児氏名、2乳児生年月日、3母親氏名、4父親氏名、5家族構成、6母親の就労、7乳
児の出生時の状況（身長体重等）、8乳児の現在の状況（身長体重、栄養等）、9相
談内容



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

交流センター使用許可申請書の提出により申請者から収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部まち振興課

（所在地）　〒635-0085　奈良県大和高田市片塩町12番55号

市民交流センター登録市民活動団体に所属している者、市民交流センター使用許可
申請者、市民交流センター使用責任者

個人情報ファイル簿（単票）

市民交流センターの使用許可に係る事務ファイル

大和高田市長

市民生活部まち振興課

施設を使用させるに当たり、管理者として許可決定を行う必要があり、そのため
に、申請者が要件を満たしているかを審査し、また、施設の使用日が重複しないよ
う、予約状況を記録する必要があるため

1氏名、2住所、3電話番号、4行事名称、5使用内容、6使用日、7使用時間、8使用施
設



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

水稲生産実施計画書を提出した者

水田台帳管理ファイル

大和高田市長

地域振興部　農業振興課　農業振興係

水田台帳を整備し、管理する際に、水田の所有者及び利用の状況を確認する必要が
あるため

1氏名、2住所、3電話番号、4地番、5水田面積、6水稲作付面積、7転作等の面積、8
水稲品種名又は転作作物名等

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、農業共済組合、現地調査

含まない

農業共済組合

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市地域振興部農業振興課農業振興係

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

市内幼稚園、小学校、中学校に通う者及びその保護者等

学校等給食費の納付義務者等に係る事務ファイル

大和高田市教育委員会

教育委員会事務局教育部教育総務課保健給食係

給食費を徴収する際に、納付義務者を特定し、また、給食費の収納を管理する際に
納付履歴を、滞納が生じたときは当該債務を整理することを目的として、財産、生
活状況等を把握する必要があるため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5就学校、6宛名番号、7発給額

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

住基情報から収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市教育委員会事務局教育部教育総務課保健給食係

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中９８番地４



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

避難行動要支援者名簿に記載のある者

避難行動要支援者名簿の提供に係る事務ファイル

大和高田市長

市民生活部危機管理課

円滑かつ迅速な避難行動を支援することを目的として、関係部署から抽出した情報
を名簿として作成し、名簿提供に係る事前同意を得た上で関係機関に提供しておく
ほか、事前同意がない者については、災害発生時に速やかに提供できるよう、名簿
を保管しておく必要があるため

1氏名、2住所、3生年月日、4住所、5電話番号

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

住基情報、市の機関内部（社会福祉課、介護保険課）、奈良県

含む

警察、消防、民生委員、自治会、社会福祉協議会

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部危機管理室危機管理課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中９８番地４



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

子ども医療費助成受給者及び扶養義務者

子ども医療費の助成対象者ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

子ども医療費を助成する際に、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握し、受給資
格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6個人番号、7保険情報（保険者、被
保険者、記号番号、保険取得年月日）、8保護者情報（氏名、生年月日、性別、住
所、続柄）、9口座情報（金融機関名、支店名、口座名義名、口座番号）、10医療機
関情報（医療機関名・番号、診療区分、診療期間・日数、診療点数・金額、本人負
担額、食事代、他公費実施機関名・番号、他公費決定点数・金額）、11所得・課税
情報

個人情報ファイル簿（単票）

なし

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（税務課から所得情報取得）

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

ふるさと大和高田応援寄附金の寄附者

ふるさと大和高田応援寄附金寄附者ファイル

大和高田市長

企画政策部企画創生課

寄附者に寄附金受領証明書や返礼品等を送付する際に、寄附者情報を把握し、管理
する必要があるため

1氏名、2電話番号、3住所、4生年月日、5性別、6メール

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人

含まない

株式会社さとふる

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市企画政策部企画創生課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中９８番地４



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

国民健康保険被保険者

保健事業用ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

保健事業を行うに当たり、健診受診のための受付、結果の確認及び通知並びに受診
費用の助成のための申請書の審査、助成金の支給決定及び振込を行う必要があるた
め

1健診機関名、2フリガナ、3氏名、4通称名カナ、5通称名漢字、6被保険者証記号、7
被保険者証番号、8個人番号、9データ管理番号１、10生年月日、11健診年月日、12
性別、13年齢、14受診券整理番号、15既住歴、16服薬歴、17喫煙歴、18自覚症状、
19他覚症状、20身長、21体重、22腹囲、23内臓脂肪面積、24ＢＭＩ、25収縮期血
圧、26拡張期血圧、27中性脂肪、28ＨＤＬ－コレステロール、29ＬＤＬ－コレステ
ロール、30ＧＯＴ、31ＧＰＴ、32γ－ＧＴＰ、33空腹時血糖、34ＨｂＡｌｃ、35
糖、36蛋白、37赤血球数、38血色素量、39ヘマトクリット値、40心電図検査所見、
41眼底検査所見、42メタボリック、43メタボリックシンドローム判定、44医師の判
断、45判断した医師の氏名、46郵便番号、47住所、48電話番号、49ｎｏｎ－ＨＤＬ
－コレステロール、50随時血糖、51採血時間（食後）、52血清クレアチニン、
53eGFR、54血清尿酸

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、私人・民間・公知（医療機関）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第1号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

特定保健指導の対象者（４０歳以上の国民健康保険加入者）

特定保健指導事業ファイル

大和高田市長

保健部　健康増進課

高齢者医療確保法に規定する特定保健指導を行うに当たり、特定健康診査の結果等
に基づいて、対象者への勧奨通知、面接及び指導を行うほか、実施結果を対象者本
人及び関係機関に報告する為に利用する。

１.氏名、２.住所、３.年齢・生年月日、４.性別、５.電話番号、６.個人識別符
号、７.婚姻歴、８.親族関係、９.趣味・嗜好、１０.職業、１１.資格、１２.意
見、１３.相談内容、１４.容貌、１５.病歴、１６.健診等結果、１７.医師等による
指導・診察・調剤

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人(面接、電話又は文書)、住基情報、保険医療課(電話又は文書)、厚生労働省及
び奈良県(電話又は文書)

含む

奈良県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部健康増進課

（所在地）　〒635-0096　奈良県大和高田市西町1-45



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

サービス利用申請した本人

介護予防ケアマネジメント利用者ファイル

大和高田市長

保健部地域包括ケア推進課

ケアマネジメントを行うに当たり、対象者ごとにサービス計画の作成及び介護給付
の支給に関する管理業務を行う必要があるため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6介護保険認定情報、7家族・親族構
成、8収入状況、9病歴、10相談内容、11利用介護サービス

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、市の機関内部（介護保険課）、国、県、他官公庁（他市町村）、私人・民
間・公知（親族、委託事業所）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部地域包括ケア推進課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

0歳から18歳までの対象児童、対象児童の家族等

児童虐待の防止に係る児童等情報管理事務ファイル

大和高田市長

福祉部　こども家庭課

　関係機関への連携、対象者への指導等を実施する際に、要保護児童若しくは要支援児
童及びその保護者に対する支援の実施状況を的確に把握し、児童福祉法第２５条第１項
の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者について、必要に
応じて①児童相談所への送致、②知的障害者福祉司又は社会福祉主事による指導、③児
童自立生活援助の実施が適当であると認める児童について都道府県知事に報告、④出
頭、調査、質問、立入、調査が適当であると認める児童について都道府県知事又は児童
相談所長に通知を行う必要があるため

1氏名、2性別、3年齢、4生年月日、5住所、6居所、7電話番号、8国籍、9婚姻歴、10
親族関係11職業、12学業、13学歴、14収入状況、15課税情報、16納税情報、17公的
扶助、18相談内容

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（課税情報）、市の機関（学校・幼稚園・保育
所）、国、県、他官公庁（こども家庭相談センター・警察）、私人・民間・公知
（医療機関）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市役所福祉部子育て支援室こども家庭課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第4条に規定される障害者並
びに障害児

自立支援給付（介護給付費・特例介護給付費・訓練等給付費・特例訓練等給付費・
特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・特例地
域相談支援給付費・計画相談支援給付費・特例計画相談支援給付費・自立支援医療
費・療養介護医療費・基準該当療養介護医療費・補装具費及び高額障害福祉サービ
ス費等給付費）受給者ファイル

大和高田市長

福祉部　社会福祉課

自立支援給付を支給するに当たり、①自立支援給付（介護給付費・特例介護給付
費・訓練等給付費・特例訓練等給付費・特定障害者特別給付費・特例特定障害者特
別給付費・地域相談支援給付費・特例地域相談支援給付費・計画相談支援給付費・
特例計画相談支援給付費・自立支援医療費・療養介護医療費・基準該当療養介護医
療費・補装具費及び高額障害福祉サービス費等給付費）の申請並びに申請内容の変
更の届出に係る事実についての審査、②支給決定の変更、③地域相談支援給付決定
の変更、④支給認定の変更を行う際に対象者要件の確認、所得区分の認定、日常生
活に支障をきたしている状況等を把握する必要があるため

1氏名、2年齢・生年月日、3住所・居所、前住所、転出予定地、転出確定地4電話番
号、5個人識別符号、6婚姻歴、7親族関係、8趣味・嗜好、9職業・職歴、10学業・学
歴、11収入状況、12課税・納税、13口座番号、14公的扶助、15意見・要望、16相談
内容、17国民健康保険記号番号、取得、喪失、退職区分、該当、非該当、18国民年
金基礎年金番号、種別、取得、種別変更、喪失、19児童手当、支給開始、支給終
了、20介護保険番号、取得、喪失、19後期高齢番号、取得、喪失、20印鑑登録番
号、登録年月日、抹消年月日、21住民票番号、宛名番号、世帯番号、異動届番号、
住民票履歴番号、宛名履歴番号、世帯識別、世帯内順序、21住所情報、管轄、地
区、自治会、小学校区、中学校区、投票区、23介護保険被保険者番号、申請日、事
由、申請代行、認定予定日、取下/却下、区分、前回認定情報、認定審査会、保険審
査会、有効期間、認定延期理由、予定日、通知日、認定調査依頼日、提出期限、実
施日、調査機関、調査員、医療調査依頼日、提出期限、入手日、医療機関、担当医
師、一次判定日、判定結果、二次判定日、判定結果、要介護状態区分、有効期間、
みなし区分、認定決定日、通知日、保険調査結果、支給限度基準額、適用期間、
サービス種類、支給限度額、主治医医療機関、氏名、特定疾病、旧措置者、居宅
サービス計画届出日、適用期間、小規模・複合型居宅サービス利用、計画作成、支
援事業者、更新認定保留理由、保留期間、公費負担上限額減額、受給者異動連絡票
用得裏情報資格取得日、視覚喪失日、負担割合情報対象年度、適用開始日、適用終
了日、負担割合、判定要件

個人情報ファイル簿（単票）

本人や住基情報、他市町村、指定障害者サービス事業者から収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市役所社会福祉課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

農地を保有または利用する者とその者の属する世帯に属する者

農地台帳の調製事務用ファイル

大和高田市農業委員会

農業委員会事務局

農地台帳を整備する際に、農地法第52条の2第1項の第1～３号に規定される事項を記
載する必要があるほか、所有者の年齢、所有する農機具の状況など農地の有効利用
を推進することを目的として必要な情報を把握する必要があるため

1農地所有者及び耕作者氏名、2農地所有者及び耕作者性別、3農地所有者及び耕作者
年齢、4農地所有者及び耕作者住所、5農地所有者及び耕作者電話番号、6農地所有者
及び耕作者親族関係、7資産状況、8課税・納税状況、9農地の所有及び利用の状況、
10農地所有者及び耕作者農機具の所有状況、11農地の所在地・地番、12農地の面
積、13農地の登記地目・現況地目・課税地目、14権利事由、15納税猶予適用年月
日、16各種申請年月日

個人情報ファイル簿（単票）

なし

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、他の行政機関（他市町村の農業委員会）、国、県、他官公庁（都
道府県、市町村）、私人・民間・公知（農家、民間人）

大和高田市長、奈良県知事、農業委員会ネットワーク機構、奈良県農地中間管理機
構、大和平野土地改良区、（独法）農業者年金基金

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市農業委員会

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

国政選挙及び地方選挙の有権者

選挙人名簿

大和高田市選挙管理委員会

地域振興部選挙管理委員会事務局

選挙人名簿を作成する際に、公職選挙法第２０条に規定する選挙人名簿への登録資
格の有無を確認する必要があるため

1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５異動日、６異動事由、７異動理由、８世帯
番号、９住基区分、10状態区分、11地区、12自治会、13投票区、14投票所、15登録
日、16住民となった届出日、17表示日、18転出先都道府県名、19表示日の消除日、
20抹消日、21住民でなくなった日

個人情報ファイル簿（単票）

公職選挙法第２４条の規定に基づく異議の申出

個人情報ファイルの種別

住基情報、他の市の機関（大和高田市及び、前選挙人名簿登録地の選挙管理委員会
事務局から収集）、国、県、他官公庁（本籍地市区町村から収集）

含む

奈良地方裁判所、検察審査会事務局、選挙人名簿閲覧者

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市選挙管理委員会事務局

（所在地）　〒635-8511　大和高田市大字大中98番地４



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

総合体育館・武道館使用許可申請書を提出した者
使用目的の使用責任者

武道館使用許可申請者情報ファイル

大和高田市長

地域振興部スポーツ振興課

公の施設を使用させるに当たり管理者として許可決定を行う際に、申請者が要件を
満たしているかの審査を行うとともに、施設の使用日が使用者間で重複しないよ
う、予約状況を記録する必要があるため

1申請日、2申請者の氏名、3申請者の住所、4申請者の連絡先、5使用日時、6使用目
的、7使用人数、8使用責任者の氏名、9使用責任者の連絡先、10使用場所

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人（本人より申請書の提出の方法により収集）

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市地域振興部スポーツ振興課

（所在地）　〒635-0015　大和高田市幸町11番14号



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

市内に住民票を有する児童生徒及びその保護者並びに市内に住民票を有さない大和
高田市立小・中学校に就学する児童生徒及びその保護者

学齢簿管理ファイル

大和高田市教育委員会

教育部学校教育課

学齢簿を編製するに当たり、学校教育法施行規則第30条に規定する事項を把握する
必要があるため

1学齢児童又は学齢生徒の氏名、2学齢児童又は学齢生徒の現住所、3学齢児童又は学
齢生徒の生年月日、4学齢児童又は学齢生徒の性別、5保護者の氏名、6保護者の現住
所、7保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係、8当該市町村の設置する小学校、中
学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校に就学する者について、当該学校
の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日、9学校教育法施行
令第九条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校
を除く。）又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学
校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入
学、転学、退学及び卒業の年月日、10特別支援学校の小学部又は中学部に就学する
者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入
学、転学、退学及び卒業の年月日、11学校教育法第二十条又は第二十一条の規定に
基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学
義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日、12学
校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者に
ついて、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免
除された者のうち復学した者については、その年月日、13市町村の教育委員会が学
齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

住基情報から収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市教育委員会事務局教育部学校教育課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

水道使用者

水道料金システム

大和高田市長

上下水道部部水道総務課

水道料金を徴収する際に、納付義務者を特定し、また、料金の収納を管理する際に
納付履歴を、滞納が生じた場合に当該債務を整理することを目的として、財産、生
活状況等を把握する必要があるため

1氏名、2住所、3電話番号、4口座番号、5お客様番号、6メーター番号、7水栓番号、
8郵便物受取人氏名、9郵便物受取人住所、10開栓日、11閉栓日、12徴収方法、13検
針年月、14請求料金額、15水道料金額、16水道水量、17下水料金額、18下水水量、
19収納日、20収納事項、21還付事項

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報

含まない

水道料金等徴収業務委託業者

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市上下水道部水道総務課

（所在地）　〒635-0016　奈良県大和高田市大東町５番２２号



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

公共汚水桝設置申請書を提出した者、家屋所有者氏名、土地所有者氏名

排水設備の設置計画の確認事務用ファイル

大和高田市長

上下水道部下水道課

排水設備の設置計画及び構造を確認に当たり、設置地点の見取り図及び設置する構
造物の内容を把握するほか、申請者への連絡を目的として、連絡先等を収集する必
要があるため

1申請人住所、2申請人氏名、3申請人電話番号、4排水設備の計画区分、5貸付金の計
画区分、6水洗便所の計画区分、7設置場所、8排除方式、9使用者氏名、10、施工業
者名、11担当責任技術者名、12土地所有者氏名、13家屋所有者名、14排水設備所有
者名、15除外施設の有無、15使用水源、16予定排水、17排水人口、18敷地面積、19
着工予定日、20完了予定日、21着工予定日、22完工予定日、23変更前の確認年月
日、24変更前の確認番号

個人情報ファイル簿（単票）

-

個人情報ファイルの種別

本人からの収集

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市上下水道部下水道課

（所在地）　〒635-0016　奈良県大和高田市大東町5-22



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

水洗便所改造助成金交付申請書を提出した者、水道の使用者、家屋所有者

水洗便所改造助成金の支給事務用ファイル

大和高田市長

上下水道部下水道課

助成金を支給するに当たり、対象要件を具備するかを審査し、決定内容を通知し、
指定する口座に振込する必要があるため

1申請人住所、2申請人氏名、3申請人電話番号、4設置場所、5使用者住所、6使用者
氏名、7家屋所有者住所、8家屋所有者氏名、9便所の型式、10便器の数、11改造予定
工事費、12助成金交付申請額、13施工指定工事店

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人からの収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市上下水道部下水道課

（所在地）　〒635-0016　奈良県大和高田市大東町5-22



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

市営住宅入居申込書、市営住宅（改良住宅等）同居承認申請書、市営住宅（改良住
宅等）同居者異動届、市営住宅（改良住宅等）入居承継承認申請書、市営住宅入居
者収入申告書を提出した者及びその相続人又は不法行為者

公営住宅管理用ファイル

大和高田市長

環境建設部　住宅課

条例で定める入居資格要件の審査並びに入居後における家賃滞納及び不正入居を防
止することを目的として必要な書類の徴取を行う必要があるため

1氏名、2性別、3年齢・生年月日、4住所・居所、5電話・メール、6印影、7本籍、国
籍、8個別識別符号、9婚姻歴、10親族関係、11資産状況、12収入状況、13課税・納
税、14口座番号、15公的扶助、16相談内容、17心身機能の障害

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、国、県、他官公庁（各市区町村から公用請求の方法より取得　根
拠法令：地方自治法240条第2項）、私人・民間・公知（窓口や電話の応対中に得る
生活状況、それに伴う相談内容）から収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市環境建設部住宅課

（所在地）〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

し尿くみ取りの定期収集の開始･名義変更を申し出た者

し尿くみ取り手数料の賦課徴収事務に関する個人情報ファイル

大和高田市長

市民生活部市民衛生課

し尿くみ取り手数料を賦課する際に、納付義務者、し尿くみとりの開始日、中止日
及び世帯の人数等を把握する必要があるため

1整理番号、2識別番号、3異動年月日、4異動事由、5異動理由、6宛名番号、7世帯番
号、8宛名先氏名、9生年月日、10宛名先住所、11性別、12汲み取り先氏名、13汲み
取り先住所、14委託料区分、15開始・廃止年月日、16世帯構成員数、17振替口座金
融機関名、18支店名、19口座種別、20口座番号、21口座名義人、22口座振替開始・
廃止年月日、23調定額、24収納額、25滞納額、26督促額、27収納年月日、28納付書
番号

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

定期収集希望者からの申出により収集

含まない

し尿収集委託業者、キステム株式会社

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民衛生課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

大和高田市狂犬病予防法施行細則様式第1号から第5号のいずれかを提出した者

狂犬病予防事業事務に関する個人情報ファイル

大和高田市長

市民生活部市民衛生課

狂犬病の予防接種を啓発するに当たり、飼い犬の接種状況を把握するための台帳整
備及び予防接種勧奨ハガキの送付を行う必要があるため

1申請日、2現所有者住所、3現所有者氏名、4現所有者電話番号、5犬の現所在地、6
犬の種類、7犬の生年月日、8犬の毛色、9犬の性別、10犬の名、11犬の特徴、12登録
年度及び登録番号、13狂犬病予防注射済票番号、14鑑札を亡失又は損傷した事由、
15注射済票を亡失又は損傷した事由、16死亡年月日、17犬の前所在地、18所有者の
前氏名、19所有者の前住所、20前所有者

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

所有者からの申請により収集
本市転入前の他の自治体から犬の登録原簿の送付により収集

含まない

警察署、中和保健所、本市転出先の他の自治体

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民衛生課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

申請者及び死亡者

市営斎場の使用許可事務に関する個人情報ファイル

大和高田市長

市民生活部市民衛生課

施設を使用させるに当たり、管理者として許可決定を行うため、申請者が要件を満
たしているかを審査する必要がある

1申請者住所、2申請者氏名、3死亡者との続柄、4電話番号、5死亡者本籍、6死亡者
住所、7死亡者氏名、8死亡者性別、9死亡者生年月日、10死亡者死因、11死亡年月
日、12死亡場所、13火葬場所、14火葬許可日、15火葬許可番号、16火葬場使用日
時、17使用料、18父母の本籍(死産児)、19父母の住所(死産児)、20父母の氏名(死産
児)、21妊娠週日数(死産児)、22分べん年月日時(死産児)、23分べん場所(死産児)

個人情報ファイル簿（単票）

無し

個人情報ファイルの種別

申請者からの申請により収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民衛生課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

市営墓地の使用を許可された者

市営墓地の管理事務に関する個人情報ファイル

大和高田市長

市民生活部市民衛生課

市営墓地を適正に管理する際に、被埋蔵者・被改葬者及び申請者に関する情報を収
集し、台帳に整備する必要があるため

1使用者本籍、2使用者住所、3使用者及び同一世帯人の氏名、4使用者生年月日、5使
用者電話番号、6使用料7管理料、8場所、9区画面積、10承継者本籍、11承継者住
所、12承継者氏名、13承継者生年月日、14承継者電話番号、15承継者の親族関係、
16初代使用者の相続人、17被埋蔵者の本籍（死産児の場合は父母の本籍)、18被埋蔵
者住所(死産児の場合は父母の住所)、19被埋葬者氏名(死産児の場合は父母の氏
名)、20被埋葬者性別、21被埋葬者の生年月日(死産児の場合は妊娠月数)、22被埋葬
者の死亡年月日(死産児の場合は分べん年月日時)、23被埋蔵者の死因、24被埋蔵者
の死亡場所(死産児の場合は分べん場所)、25被埋葬者の火葬場所（被改葬者の場合
は埋葬又は火葬の場所)、26被埋蔵者の火葬年月日(被改葬者の場合は埋蔵又は火葬
年月日)、27被埋蔵者納骨年月日、28被埋蔵者と使用者との続柄、29埋火葬許可及び
改葬許可申請者の住所、30埋火葬許可及び改葬許可申請者の氏名、31埋火葬許可及
び改葬許可申請者と死亡者との続柄、32埋火葬許可申請者の電話番号、33改葬許可
申請者と墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係、34改葬の理由、35改葬の場所、
36改葬先住所、37改葬先管理者の氏名、38墓地管理者住所、39墓地管理者氏名、40
変更届年月日、41施設概要、42工事期間、43設置図面、44仕様書、45工事請負者住
所46工事請負者氏名47使用期間、48返還の理由、49届出年月日、50受付年月日、51
受付番号、52許可年月日、53許可番号、54印影

個人情報ファイル簿（単票）

無し

個人情報ファイルの種別

大和高田市営墓地の使用者からの申請により収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民衛生課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

妊産婦、新生児及び未熟児のうち指導を要するもの

妊産婦及び新生児並びに未熟児への訪問指導事務用ファイル

大和高田市長

保健部　健康増進課

母子保健法に規定する妊産婦、新生児及び未熟児の訪問指導等を行うに当たり、指
導を要する者についての健康状態及び育児環境等の問診を行う必要があるほか、継
続的な支援が行う場合は関係機関との情報共有を行う必要があるため。

１.氏名　２.性別　３.年齢・生年月日　４.住所・居所　５.電話・メール　６.婚
姻歴　７.親族関係　８.趣味・嗜好　９.職業・職歴　１０.学業・学歴　１１.資産
状況　１２.公的扶助　１３.相談内容　１４.容貌　１５.病歴　１６.心身機能の障
害　１７.健診等の結果　１８.医師等による指導・診察・調剤　１９.犯罪被害を
被った事実

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人(面接、電話又は文書)、住基情報、本人がかつて居住していた市町村又は転居
先となる市町村(電話又は文書)

含む

本人がかつて居住していた市町村又は転居先となる市町村

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部健康増進課

（所在地）　〒635-0096　奈良県大和高田市西町1-45



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

健康相談対象者

健康相談事業ファイル

大和高田市長

保健部　健康増進課

健康増進法に規定する生活習慣相談等である健康相談を行うに当たり、健康相談に
応じる際に必要となる相談者の基本情報、健康状態及び生活状況を把握するために
利用する。

１.氏名、２.住所、３.年齢・生年月日、４.性別、５.電話番号、６.婚姻歴、７.親
族関係、８.職業・職歴、９.学業・学歴、１０.相談内容、１１.容貌、１２.病歴、
１３.心身機能の障害、１４.健診等の結果、１５.医師等による指導・診察・調剤

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人(面接、電話又は文書)、住基情報、保護課、社会福祉課及び地域包括支援課か
らの提供(電話又は文書)、訪問看護ステーション、地域活動生活支援センターから
の提供(電話又は文書)

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部健康増進課

（所在地）　〒635-0096　奈良県大和高田市西町1-45



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

健診及び検診対象者（40歳以上の男女、子宮がん検診のみ20歳以上の女性）

各種健診及び検診事業ファイル

大和高田市長

保健部　健康増進課

健康増進法施行規則に規定する健康増進事業である健診又は検診を行うに当たり、
対象者への通知、受診券の発行、結果通知を行うほか、疾病の疑いがある場合は保
健指導を行うために利用する

1.氏名、2.住所、3.年齢・生年月日、4.性別、5.親族関係　6.個人識別符号、7.電
話番号、8.検診（健診）歴、9.検診（健診）結果、10.病歴、11.口座番号、12.課税
状況、13.公的扶助

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人(面接、電話又は文書) 、住基情報、保険医療課及び保護課からの提供(電話又
は文書)、委託医療機関からの提供(電話又は文書)

含む

奈良県知事（中和保健所保健予防課）

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部健康増進課

（所在地）　〒635-0096　奈良県大和高田市西町1-45



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

母子保健法に規定する健康診査の対象となる乳幼児及びその保護者

乳幼児健康診査事業に関する事務用ファイル

大和高田市長

保健部　健康増進課

母子保健法に規定する健康診査を行うに当たり、同法施行規則に規定する健康診査
の項目のほか、保護者の不安、疑問及び心理状態並びに必要としている支援を把握
する為に利用する。

1氏名、2性別、3年齢・生年月日、4住所・居住、5電話・メール、6婚姻歴、7親
族関係、8職業・職歴、9学業・学歴、10課税・納税、11公的扶助、12相談内容、
13容貌、14病歴、15心身機能の障害、16健診等の結果、17医師等による指導・診
察・調剤

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人(面接、電話又は文書)、住基情報、本人がかつて居住していた市町村又は転居
先となる市町村(電話又は文書)

含む

本人がかつて居住していた市町村又は転居先となる市町村

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部健康増進課

（所在地）　〒635-0096　奈良県大和高田市西町1-45



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

定期の予防接種等の対象者

予防接種台帳ファイル

大和高田市長

保健部　健康増進課

予防接種法に規定する定期の予防接種等を行うに当たり、その対象者への案内通
知、接種希望者の予約及び受付、予診票の交付及び未接種者への勧奨通知、接種歴
の確認、予防接種に係る健康被害の救済措置を講じるために利用する。

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5宛名番号、6接種歴、7電話番号

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人(面接、電話又は文書)、住基情報、厚生労働省及びデジタル庁(ワクチン接種記
録システム)

含む

厚生労働省及びデジタル庁

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部健康増進課

（所在地）　〒635-0096　奈良県大和高田市西町1-45



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

保育施設の利用を希望する児童に属する世帯員、及び児童と同居している者（令和4
年度以降）

施設型給付費の支給事務用ファイル

大和高田市長

福祉部保育幼稚園課

特定教育・保育の利用登録をするに当たり、利用者であることを把握し、市立保育
所へ入所できる対象要件を具備しているかを確認する必要があるため

1氏名、2性別、3生年月日、4クラス年齢、5保育の必要量、6障害等の有無、7保育の
希望の有無、8子どもの世帯員、9家庭の状況（利用者負担額を決定するための補足
情報としてひとり親、生活保護の受給状況、離婚調停状況、DVの有無）、10利用希
望期間、11利用を希望する施設名、12利用者負担階層、13利用者負担月額、14住民
税所得割（世帯合計）、15住民税均等割（世帯合計）

個人情報ファイル簿（単票）

なし

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報から収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市福祉部保育幼稚園課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

保育施設の利用を希望する児童に属する世帯員、及び児童と同居している者（令和4
年度以降）

保育料の賦課徴収事務用ファイル

大和高田市長

福祉部　保育幼稚園課

保育料を賦課及び徴収するに当たり、納税義務者の特定及びその所得の把握、並び
に徴収額及び徴収方法の決定の基準となる教育・保育納付の履歴、財産、生活状況
等を把握する必要があるため

1氏名、2住所･連絡先、3子どもの世帯員、4口座情報、5認定年度、6賦課年度、7科
目、8収納状況、9徴収月、10期別、11調定額、12収納額、13納期限、14最新収納
日、15滞納額、16未納督促、17未納延滞金、18収納区分、19督促手数料、20延滞
金、21交付報奨金、22退所得、23歳入年度、24入金年度、25督促、26催告、27納付
書、28納付方法、29返礼公示、30納付期限、31発行年度、32納付書番号、33催告
額、34返戻公示、35公示送達日、36発行年度、37催告書種類、38延滞金理由、39時
効、40法廷納期限、41時効更新事由、42時効起算日、43義務消滅日、44義務消滅事
由、45滞納管理、46滞繰調定額、47歳入収納額、48滞納額、49未納督手、50未納延
滞金、51最新収納日、52義務消滅日

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報から収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市福祉部保育幼稚園課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

大和高田市長

福祉部部　保育幼稚園課

政令第20条第7項に該当するファイル

市内の保育所に入所希望の子どもの対象要件を審査するに当たり、対象者要件を確
認するほか、決定内容を申請者に通知する必要があるため

1氏名、2住所･連絡先、3性別、4個人番号、5障害等の有無、6保育希望の有無、7子
どもの世帯員、8家庭の状況（身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障碍者保健福祉手
帳の交付を受けている世帯員の有無、（特別）児童扶養手当を受給している世帯員
の有無、ひとり親家庭又は生活保護世帯の該当の有無）、9利用希望期間、10利用を
希望する施設名、11保育の利用を必要とする理由、12希望する利用時間、13認定申
請に当たっての署名欄、14所得階層、15多子軽減、16利用料加算区分、17定額延長
利用料、18月額利用料、19保育の希望、20支給認定区分、21広域区分、22支給認定
日、23現況届日、24認定証明日、25消滅理由、26認定却下日、27却下理由、28住民
税所得割、29住民税均等割、30所得税、31資産税、32特別認定区分、33利用希望機
関、34希望施設、35内定施設、36調整申請日、37調整済年月日、38待機年月日、39
不承諾年月日、40待機・不承諾理由、41保育を必要とする理由、42利用施設情報、
43施設区分、44算定基準年月日、45利用者負担階層

保育施設の利用を希望する児童に属する世帯員、及び児童と同居している者（令和4
年度以降）

本人、住基情報から収集

含む

個人情報ファイル簿（単票）

保育所への入所決定事務用ファイル

個人情報ファイルの種別

（名　称）　大和高田市福祉部保育幼稚園課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

児童扶養手当受給者（平成14年度以降）

児童扶養手当受給者台帳ファイル

大和高田市長

福祉部子育て支援室こども家庭課

児童扶養手当を支給するに当たり、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握し、受
給資格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1受給者氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6世帯区分、7児童氏名、8児
童住所、9請求者との続柄、10該当事由、11母・父の情報、12所得情報、13支払情
報、14口座情報、15年金情報、16扶養義務者情報

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（課税情報）、特定個人情報ファイル（日本年金機
構、課税情報、住基情報）から収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）大和高田市福祉部子育て支援室こども家庭課

（所在地）〒635-8511　大和高田市大字大中98番地4



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

児童手当受給者（平成24年度以降）

児童手当受給者台帳ファイル

大和高田市長

福祉部子育て支援室こども家庭課

児童手当を支給するに当たり、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握し、受給資
格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1受給者氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6職業、7配偶者情報、8年金
種別、9児童氏名、10児童生年月日、11児童住所、12所得情報、13支払情報、14口座
情報

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（課税情報）、特定個人情報ファイル（日本年金機
構、課税情報、住基情報）から収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）大和高田市役所福祉部子育て支援室こども家庭課

（所在地）〒635-8511　大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

各年度９月３０日時点で７０歳以上の市民

敬老事業対象者ファイル

大和高田市長

福祉部　社会福祉課

敬老事業を行うに当たり、当該事業の対象者の特定及び対象者への通知を行うため

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

住民基本台帳システムから収集

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市福祉部社会福祉課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

要介護等認定申請者及び被保険者

介護保険要介護者の認定事務用ファイル

大和高田市長

保健部介護保険課

要介護認定を行うに当たり、被保険者からの申請の受付、訪問調査員による調査、
医師による意見書の徴収を行い、介護認定審査会への諮問を経て介護度を決定し通
知するほか、介護給付の必要があるため

1氏名、2性別、3年齢・生年月日、4住所、5住所、居所、6電話・メール、7印影、8
個人識別符号（身体の一部の特徴）、9親族関係、10その他（介護認定結果、受給
サービスの内容）

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、医療機関

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部介護保険課

（所在地）　〒635-8511奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

介護保険第1号被保険者及び住民票上同一世帯の者

介護保険料賦課徴収事務情報ファイル

大和高田市長

保健部介護保険課

介護保険料を賦課する際に、納税義務者を特定し、課税所得、控除の額を算定する
必要があるため

1氏名、2性別、3年齢・生年月日、4住所・居所、5電話、6個人識別符号（年金等公
的番号）、7親族関係、8資産状況、9収入状況、10課税・納税、11口座番号、12意
見・要望、13相談内容

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（総務部税務課、福祉部保護課）、国、県、他官公
庁（市町村、介護保険広域連合）、私人・民間・公知（介護保険法施行法第11条
（適用除外に関する経過措置）の該当対象施設）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）大和高田市保健部介護保険課

（所在地）〒635-8511　大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

介護認定を受けている受給者とその配偶者及び住民票上同一世帯の者

介護保険給付事務情報管理ファイル

大和高田市長

保健部　介護保険課

介護保険給付を支給するに当たり、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握し、受
給資格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5個人識別符号（被保険者番号）、6収入状況、7
課税・納税、8口座番号、9公的扶助、10審査年月、11提供年月、12事業所名称、13
給付率、14単位数、15日数・回数、16請求額、17負担額、18サービス種類名称・
コード

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（総務部税務課、福祉部保護課）、国、県、他官公
庁（市町村、介護保険広域連合、奈良県国民健康保険団体連合会）、私人・民間・
公知（日本年金機構、介護老人保健施設、金融機関）

含む

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）大和高田市保健部介護保険課

（所在地）〒635-8511　大和高田市大字大中98番地4



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

・65歳以上の者
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者

介護保険資格情報管理ファイル

大和高田市長

保健部　介護保険課

被保険者の資格管理を行うに当たり、事業の対象者であることを把握するととも
に、被保険者証及び利用者負担割合証の交付を行う必要があるため

1氏名、2性別、3年齢・生年月日、4住所、5個人識別符号（被保険者番号）、6医療
保険情報、7住所地特例情報、8課税・納税、9公的扶助、10意見・要望、11相談内容

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（総務部税務課、福祉部保護課）、国、県、他官公
庁（市町村、介護保険広域連合）、私人・民間・公知（日本年金機構、介護保険法
施行法第11条（適用除外に関する経過措置）の該当対象施設）

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）大和高田市保健部介護保険課

（所在地）〒635-8511　大和高田市大字大中98番地4



備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

生活保護の申請をした者

保護の実施に関する事務用ファイル

大和高田市長

福祉部保護課

生活扶助等を支給する際に、対象者との面談及び職権による調査により生活状況及
び資産状況を確認し、保護の要否を判定するとともに、保護の種類、程度及び方法
を決定し、通知する必要があるため

1ケース番号、2世帯主氏名、3世帯主氏名カナ、4員番号、5世帯員氏名、6世帯員氏名カナ、7開始年月日、8廃
止年月日、9続柄、10性別、11生年月日、12電話番号、13郵便番号、14住所、15方書、16地区、17地区担当
員、18民生委員、19国籍、20訪問格付け、21都道府県費該当区分、22基準年齢、23世帯類型、24ログ用住基番
号、25停止年月日、26本籍地、27筆頭者、28居住の開始日、29個人番号、30職業、31住居の区分、32住居の構
造、33住居の建坪、34住居の室数、35風呂の有無、36下水施設の有無、37家賃額、38貸間の有無、39家・地主
の氏名、40家・地主の住所、41資産、42負債、43保護歴、44扶養義務者の続柄、45扶養義務者の氏名、46扶養
義務者の生年月日、47扶養義務者の住所、48扶養義務者の電話番号、49扶養義務者の職業、50扶養の内容、51
緊急連絡先の氏名、52緊急連絡先の続柄、53緊急連絡先の電話番号、54世帯分離者の続柄、55世帯分離者の氏
名、56世帯分離者の職業、57世帯分離の理由、58親族関係図、59手帳の種類、60手帳の等級、61手帳の記号番
号、62年金・手当の種類、63年金・手当の記号番号、64年金・手当の取得年月日、65年金・手当の年額、66年
金・手当の月額、67年金の加入状況、68年金の受給権、69社会保険の種類、70社会保険の記号番号、71社会保
険の取得年月日、72生活歴、73職歴、74結婚歴、75離婚歴、76申請理由、77病名、78主治医、79就労判定区
分、80民生委員の意見、81援助方針、82遅延理由、83事務所番号、84処理年月日、85支払区分、86異動理由、
87適用年月日、88起案年月日、89第一類費、90第一類調整額、91加算額計、92二類居宅額、93二類居宅(調整
額）、94二類別居額、95二類別居(調整額）、96冬季居宅額、97冬季居宅(調整額）、98冬季別居額、99冬季別
居(調整額）、100生活費計、101期末居宅額、102期末別居額、103施設事務費、104介護保険加算額、105手持
ち金（合計）、106実費控除（合計）、107特別徴収額（合計）、108基礎控除（合計）、109特別控除（合
計）、110その他控除（合計）、111収入認定額（合計）、112収入日割区分、113家賃日割区分、114最低生活
費生活、115最低生活費住宅、116最低生活費教育、117最低生活費生業、118最低生活費合計、119最低生活費
一時扶助、120支給月、121支給額合計、122生活扶助支給額、123住宅扶助支給額、124教育扶助支給額、125生
業扶助支給額、126一時扶助支給額、127本人支払額、128収入充当額、129一時扶助内訳生活、130一時扶助内
訳住宅、131一時扶助内訳教育、132一時扶助内訳介護、133一時扶助内訳医療、134一時扶助内訳出産、135一
時扶助内訳生業、136一時扶助内訳葬祭、137事務費金額、138技能習得費（高校以外）、139医療受給者番号、
140医療券発行番号、141医療券交付年月日、142診療月、143受療者氏名、144受療機関名、145受療機関名(調
剤)、146診療種別、147長期入院、148単独・併用、149単給・併給、150有効期間、151交付方法、152受領機関
名カナ、153宛名番号、154医療文書返戻区分、155医療扶助番号、156介護券発行年月、157介護券交付年月
日、158受給月、159受給者氏名、160保険者番号、161被保険者番号、162介護機関名、163介護単併、164介護
機関カナ、165即時発行区分、166介護保険適用区分、167他法区分、168介護文書返戻区分、169その他登録番
号、170介護扶助番号、171介護サービスの種類、172加算名称、173基準生活、174基準級地、175基準冬期、
176世帯主登録ＳＥＱ番号（個人)、177別途送付差引区分名称、178別途送付金、179関係機関区分名称、180銀
行名・支払先名、181預金種目、182口座番号、183口座名義、184口座カナ、185支払先使用停止区分名称、186
債権者番号、187銀行コード、188支店コード、189申請番号、190紙おむつ、191移動費（生）、192移送費
（医）、193定例追給随時区分名称

個人情報ファイル簿（単票）

本人から書面による方法により収集、住基情報から閲覧による方法により収集、市の機関内部（市民課、社会
福祉課、保険医療課、介護保険課、税務課、こども家庭課、福祉課）から書面による方法により収集、他の行
政機関等（他福祉事務所）から書面による方法により収集、他の行政機関等（日本年金機構）から書面による
方法により収集、金融機関、保険会社、就労先、病院及び関係事業所から書面による方法により収集

含む

大和高田市教育委員会教育総務課

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名称）　大和高田市福祉部保護課



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

■有　　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

個人情報ファイルの種別

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 （所在地）〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

ひとり親家庭等医療費助成受給者及び扶養義務者

ひとり親家庭等医療費の助成受給者ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

ひとり親家庭等医療費を助成する際に、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握
し、受給資格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6個人番号、7保険情報（保険
者、被保険者、記号番号、保険取得年月日）、8保護者情報（氏名、生年月日、
性別、住所、続柄）、9口座情報（金融機関名、支店名、口座名義名、口座番
号）、10医療機関情報（医療機関名・番号、診療区分、診療期間・日数、診療点
数・金額、本人負担額、食事代、他公費実施機関名・番号、他公費決定点数・金
額）、11所得・課税情報

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（税務課から所得情報を取得）

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

乳幼児医療費助成受給者及び扶養義務者

乳幼児医療費の助成受給者ファイル

大和高田市長

保健部　保険医療課

乳幼児医療費を助成する際に、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握し、受給資
格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6個人番号、7保険情報（保険者、被保険
者、記号番号、保険取得年月日）、8保護者情報（氏名、生年月日、性別、住所、続
柄）、9口座情報（金融機関名、支店名、口座名義名、口座番号）、10医療機関情報（医
療機関名・番号、診療区分、診療期間・日数、診療点数・金額、本人負担額、食事代、
他公費実施機関名・番号、他公費決定点数・金額）、11所得・課税情報

個人情報ファイル簿（単票）

なし

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、実施機関内部（税務課からの所得情報）

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

国民健康保険被保険者

国民健康保険給付の支給事務用ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

国民健康保険給付を支給するに当たり、支給対象者の世帯構成や所得状況を把握
し、受給資格の有無の確認及び支給額の決定を行う必要があるため

1申請管理番号、2被保険者証番号、3申請年月日、4宛名番号、5個人番号、6世帯番
号、7カナ氏名、8氏名、9生年月日、10住所、11性別、12連絡先、13支給決定年月
日、14支給予定年月日、15通知書発送年月日、16支給決定額、17支給済額、18支給
差額、19口座情報、20その他支給場所、21作成年月、22算定過程管理番号、23高額
該当回数、24適用区分、25世帯所得区分、26高齢所得区分、27医療機関名、28入
外、29割合、30医療費、31定率負担額、32窓口徴収額、33高額按分額、34現物給付
額、35指定公費、36公費負担額、37保険者負担額、38保険種別、39保留年月日、40
保留解除年月日、41保留理由、42却下年月日、43却下理由

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、市区町村、国民健康保険連合会、医療機関

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

国民健康保険被保険者

国民健康保険被保険者の資格管理事務用ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

被保険者の資格管理を行うに当たり、事業の対象者であることを把握するととも
に、被保険者証の交付を行う必要があるため

1被保険者証番号、2国保番号、3宛名番号、4個人番号、5世帯番号、6カナ氏名、7氏
名、8生年月日、9住所、10性別、11証番号枝番、12年齢、13続柄、14得喪事由、15
得喪年月日、16届出日年月日、17異動年月日、18異動事由、19異動理由、20国保資
格適用開始日、21国保適用開始届出日、22国保適用開始日、23国保開始事由、24国
保適用終了届出日、25国保適用終了日、26国保終了事由、27退職資格該当年月日、
28退職該当届出年月日、29退職該当年月日、30退職該当事由、31退職非該当届出年
月日、32退職非該当年月日、33退職非該当事由、34退職区分、35退職扶養者名、36
介護資格該当年月日、37介護該当届出年月日、38介護該当年月日、39介護該当事
由、40介護非該当届出年月日、41介護非該当年月日、42介護非該当事由、43高齢資
格該当年月日、44高齢該当届出年月日、45高齢該当年月日、46高齢該当事由、47高
齢非該当届出年月日、48高齢非該当年月日、49高齢非該当事由、50学遠区分、51学
遠適用年月日、52学遠非適用年月日、53学遠有効予定日、54世帯主名、55世帯主該
当年月日、56世帯主非該当年月日、57世帯主区分、58社保情報、59証種別、60証区
分、61交付区分、62交付年月日、63発行期日、64有効期限、65長期該当日、66回収
区分、67回収年月日、68判定年月日、69申告区分、70課非、71収入金額計、72総所
得金額等、73基準総所得、74課税所得、75申告状態区分、76負担区分、77低所得区
分、78世帯所得区分、79基準収入額適用判定区分、80基準収入額適用申請区分

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（税務課）、市区町村

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

国民健康保険税を賦課された世帯主

国民健康保険税の賦課事務用ファイル

大和高田市長

保健部保険医療課

国民健康保険税を賦課する際に、納税義務者を特定することで課税所得、控除の額
を算定し、かつ、世帯内被保険者等の所得額・控除額を把握する必要があるため

1被保険者証番号、2国保番号、3宛名番号、4個人番号、5世帯番号、6決定年月日、7
賦課区分、8カナ氏名、9氏名、10生年月日、11住所、12性別、13年齢、14続柄、15
得喪事由、16得喪年月日、17退職該当、18介護該当、19高齢該当、20学遠該当、21
資格区分、22適用開始届出日、23適用開始日、24開始事由、25適用終了届出日、26
適用終了日、27終了事由、28申告区分、29特徴中止日、30軽減区分、31回付区分、
32通知書発付日、33減免事由、34減免額、35徴収区分、36所得割対象額、37被保険
者数、38所得割額、39均等割額、40平等割額、41均等割軽減額、42平等割軽減額、
43限度超過額、44算定額、45月割増減額、46年税[料]額、47保険税[料]額、48特別
徴収額、49普通徴収額、50納期限、51基礎控除、52基準額、53軽減基準調整額、54
給与所得者等、55判定基準額、56軽減基準所得、57世帯主区分、58口座情報、59異
動年月日、60異動自由、61異動理由、62所得区分、63所得区分照会区分、64賦課計
算照会区分、65給与収入、66一般給与収入、67専従者給与収入、68公的年金収入、
69その他収入、70収入金額計、71給与所得、72公的年金所得、73分離譲渡所得(特
控)、74分離譲渡所得(特控後)、75その他所得、76所得金額計、77専従者控除、78純
損失(住民税)、79純損失(軽減判定)、80雑損失、81その他損失、82控除額計、83基
準総所得、84所得控除、85課税所得、86公的年金調整控除、87給与特別控除、88公
的年金控除、89市町村民税所得割、90市町村民税均等割、91道府県民税所得割、92
道府県民税均等割

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（税務課）、市区町村からデータ及び紙にて収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市保健部保険医療課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

自転車駐車場定期使用申請書を提出した者、自転車駐車場使用料免除申請書を提出
した者

自転車駐車場定期使用申請書ファイル

大和高田市長

市民生活部危機管理室生活安全課

施設を定期使用させるに当たり、管理者として許可決定を行う必要があり、そのた
めに、申請者が要件を満たしているかを審査し、また、施設の使用日が重複しない
よう、利用状況を記録する必要があるため

1住所、2氏名、3電話番号

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部危機管理室生活安全課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

大和高田市居住の国民年金被保険者

国民年金被保険者の資格管理事務用ファイル

大和高田市長

市民生活部市民課

国民年金の被保険者の資格審査を行うに当たり、対象者が国民年金である期間を把
握する必要があるため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍、６続柄、７親族関係、８婚姻歴、
９収入状況、10公的扶助、11個人番号、12基礎年金番号

個人情報ファイル簿（単票）

記録項目の訂正は戸籍法第24条により訂正できる。

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関内部（財務部税務課）

含む

年金事務所、日本年金機構

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民課

（所在地）　〒635-8511　大和高田市大字大中98番地４



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

□法第60条第2項第1号 ■法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

国民年金給付裁定請求者

国民年金給付の裁定請求の受付事務

大和高田市長

市民生活部市民課

国民年金給付に係る裁定請求の受理及び審査をするに当たり、請求書の内容から受
給権の有無等を審査する必要があるため

１氏名、２生年月日、３住所、４受付年月日、５基礎年金番号、６請求者の口座情
報　７国民年金・厚生年金加入期間

個人情報ファイル簿（単票）

記録項目は国民年金法第14条の２に基づき訂正できる。

個人情報ファイルの種別

本人、年金事務所

含まない

年金事務所

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

大和高田市に住民登録した者

住民基本台帳

大和高田市長

市民生活部市民課

住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎
とするため

1カナ氏名、2氏名、3生年月日、4年齢、5性別、6世帯主との続柄、7世帯主氏名、8
住民となった年月日、9異動日、10届出日、11届出事由、12住所、13前住所、14転出
予定地、15転出確定地、16住民票作成日、17旧氏、18住民票コード、19個人番号、
20本籍地、21筆頭者、22アルファベット氏名、23通称氏名、24カタカナ表記、25外
国人住民となった日、26国籍・地域、27第30条の45規定区分、28在留資格、29在留
期間等、30在留期間等の満了の日、31在留カード等の番号、32特別永住者証交付
日、33居住地の届出年月日

個人情報ファイル簿（単票）

住民基本台帳法第30条の35に基づき訂正等ができる

個人情報ファイルの種別

住民異動届出・戸籍届出・住民基本台帳法に基づく他市区町村からの通知により収
集

含まない

住民基本台帳法第30条の6に規定する都道府県知事

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市　市民生活部　市民課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

現に大和高田市に本籍を有する者及び本籍を有しようとする者、大和高田市で戸籍
届出をした者

戸籍情報ファイル

大和高田市長

市民生活部市民課

戸籍に関する証明書の発行、戸籍・除籍・改製原戸籍簿の調整、相続税法第５８条
の規定に基づく通知、人口動態調査に係る調査票作成事務、犯歴に関する事務に利
用する。

1本籍、2筆頭者氏名、3父母の氏名、4父母との続柄、5養父母の氏名、6養父母との
続柄、7配偶者区分、8名、9出生年月日、10新戸籍の編製に関する事項、11氏の変更
に関する事項、12転籍に関する事項、13戸籍の全部の消除に関する事項、14戸籍の
全部に係る訂正に関する事項、15戸籍の再製又は改製に関する事項、16出生に関す
る事項（子）、17認知に関する事項（父及び子）、18養子縁組又はその離縁に関す
る事項（養親及び養子）、19特別別養子縁組又はその離縁に関する事項（養子及び
養親）、20離縁の際に称していた氏を称することに関する事項（その氏を称した
者）、21婚姻又は離婚に関する事項（夫及び妻）、22離婚の際に称していた氏を称
することに関する事項（その氏を称した者）、23親権又は未成年者の後見に関する
事項（未成年者）、24死亡又は失踪に関する事項（死亡者又は失踪者）、25生存配
偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項（生存配偶者）、26推定相続人の廃除
に関する事項（廃除された者）、27入籍に関する事項（入籍者）、28分籍に関する
事項（分籍者）、29国籍の得喪に関する事項（国籍を取得し、又は喪失した者）、
30日本の国籍の選択宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項、31氏の変更（戸107-2
～107-4）に関する事項（氏を変更した者）、32名の変更に関する事項（名を変更し
た者）、33就籍に関する事項（就籍者）、34性別の取扱いの変更に関する事項（変
更の裁判を受けた者）、35親族関係、36死亡場所、37資産状況、38課税・納税、39
職業、40死亡年月日、41死因、42死産日、43死産場所、44出生日、45出生場所、46
妊娠週数、47子の身長・体重

個人情報ファイル簿（単票）

記録項目の訂正は戸籍法第24条により訂正できる。

個人情報ファイルの種別

本人による戸籍届出、他市町村からの通知、戸籍法に基づく地方検察庁からの通
知、市の機関内部（総務部税務課）、家庭裁判所からの嘱託

含む

他市区町村、葛城税務署、奈良県中和保健所、奈良地方検察庁

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

印鑑登録申請書を提出した者

印鑑登録台帳

大和高田市長

市民生活部市民課

個人の印鑑を実印として登録し、証明書の発行を行う際に、登録する者の本人情報
及び登録印鑑の印影を収集する必要があるため

１印鑑登録番号、２印鑑管理番号、３宛名番号、４世帯番号、５カナ氏名、６生年
月日、７氏名、８性別、９住所、10外国人氏名、11外国人通称、12カタカナ表記、
13旧氏、14印影

個人情報ファイル簿（単票）

記録項目について、大和高田市印鑑条例（昭和57年条例第36号）第10条、第11条及
び第12条に基づき修正等ができる。

個人情報ファイルの種別

本人からの身分証明書の提示により収集
住基情報の閲覧により収集

含まれない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市市民生活部市民課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1項 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

滞納者

市税の滞納整理事務用ファイル

大和高田市長

総務部収納対策室

市税の滞納整理を行うに当たって、滞納者の財産、生活状況等を把握し、滞納処分
の可否を判断し、必要に応じてこれを執行するため

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5連絡先、6勤務先、7滞納税目、8滞納税額、9財
産、10滞納処分項目、11滞納処分履歴、12生活保護受給の有無

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、市の機関、本籍地の市町村、本市以外で住民登録のあった市町
村、法務局、金融機関等

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市総務部収納対策室

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　□有　■無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

納税義務者

市税の収納管理事務

大和高田市長

総務部収納対策室

市税の収納を管理し、過誤納府等について必要に応じて還付を行うとともに、収納
状況に係る証明書を交付するため

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５連絡先、６勤務先、７納税科目、８納税
額、９納付方法、１０口座情報

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市総務部収納対策室

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

市内に固定資産（土地・家屋）を所有している者

固定資産税・都市計画税（土地・家屋）課税（補充）台帳

大和高田市長

総務部　税務課

地方税法第３８１条に基づく台帳への登録のため

地方税法第３８１条第１項から第６項に掲げる事項

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、他官公庁（法務局・県税事務所・高田土木事務所・中和広域消
防）

含まない

本市空家対策部局・税務署・県税事務所

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市総務部税務課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

償却資産の申告書を提出したもの

償却資産申告書（課税台帳）

大和高田市長

総務部税務課

償却資産に係る固定資産税を賦課するに当たって、納税義務者を特定し、課税対象
となる償却資産を把握するため。

地方税法施行規則様式第２６号・同号別表１・別表２に定める事項

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

本人、住基情報、他官公庁（税務署）

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市総務部税務課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車
等」という。)の所有者

軽自動車税の賦課事務用ファイル

大和高田市長

総務部税務課

軽自動車税を賦課するに当たって、納税義務者を特定し、課税対象車両を把握する
ために利用する。

1所有者・使用者等情報(氏名、性別、住所、生年月日)、2賦課年度、3税額、4標識
番号、5課税区分、6登録日、7消滅日、8異動事由、9異動区分、10車名、11車体番
号、12形式、13年式、14排気量、15動力、16主たる定置場

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書(標識返納書)及び軽自動車協会へ
の軽自動車税(種別割)申告書

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市総務部税務課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

■法第60条第2項第1号 □法第60条第2項第2号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ
イル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

市・県民税課税対象者（申告による非課税対象者を含む）

個人市県民税の賦課事務用ファイル

大和高田市長

総務部税務課

個人市県民税を賦課するに当たって、納税義務者を特定し、課税所得、控除の額を
算定するため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５賦課年度、６税額、７徴収区分、８異動
理由、９本人情報、１０扶養情報、１１各種収入、１２各種所得、１３各種控除、
１４課税標準額、１５減免区分、１６特別徴収義務者情報

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの種別

住民税申告書、税務署への確定申告、地方税法第317条の6第1項の規定による給与支
払報告書、地方税法第317条の6第4項の規定による公的年金当等支払報告書

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　大和高田市総務部税務課

（所在地）　〒635-8511　奈良県大和高田市大字大中98番地4


